
庁 議 案 件  Ｎｏ．１   

平成 29年 11月 21日 

所管     危機管理室  

  

件  名 堺市地域防災計画改定（案）の策定について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

【背景】 

 

○ 近年の災害を踏まえた関連法の改正、国・府の防災関連計画の修正や本市の取組

み等を受け、堺市地域防災計画の改定を行う。 

 

・平成29年2月に「堺市地域防災計画」の上位計画となる「堺市国土強靭化地域計 

画」を策定。 

・災害対策基本法や水防法等の関連法令が改正され、国の防災基本計画や大阪府地域 

防災計画が改定。 

・市の取組として、平成28年熊本地震の支援を通じた課題である外部からの支援受 

入体制の整備や、地域防災力の一層の向上を図る取組を実施 

・国が「南海トラフ地震に関連する情報」の発表について、新たな運用体制を開始 

 

 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（案） 

【改定の主旨・ポイント】 

 

① 「堺市国土強靭化地域計画」の基本目標等との整合を図る。 

② 関連法令の改正や、国の防災基本計画、大阪府地域防災計画の修正に伴い、その

整合を図る。 

③ 市の取組として、平成28年熊本地震の支援で得たことを踏まえた受援体制の強化

や、地区居住者等における地区防災計画の制定手続きに関すること等を規定する。 

④ 国は南海トラフ全域を対象として異常な現象を観測した場合等に、「南海トラフ地

震に関連する情報」の発表を行うこととし、本市においても情報収集・連絡体制等

の整備を図る。 

 

【今後の予定】 

○平成 29年 12月 15日～平成 30年 1月 15日  パブリックコメントの実施 

○平成 30年 2月 16日  防災会議の実施、堺市地域防災計画の改定 

効果の想定 

・大規模災害の被害の最小化、迅速な回復 

・「自助」「共助」の推進による地域防災力の向上 

・府地域防災計画との整合・連携による関係強化 

関係局との 

政 策 連 携 

・庁内各局と連携し、地震、津波、風水害、事故等、あらゆる災害等にかかる予

防、初動期、応急対応、復旧復興にかかる対応力の向上を図る。 

 



平成29年度堺市地域防災計画改定（案）の概要 

「基本目標」・「事前に備えるべき目標」 

改定の主旨・ポイント 

改定の背景 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ 迅速な復旧復興 

基本目標 

 「堺市地域防災計画」の上位計画である「堺市国土強靭化地域計画」

に定めた「基本目標」、「事前に備えるべき目標」との整合を図る。 

事前に備えるべき目標 

主な改定項目 

□行政機能の維持、受援体制強化 
【国の防災基本計画】 
(1-1)  本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、重要な行政 
          データのバックアップ対策などの通常業務の継続・早期再開を追記 
(1-2)  警察・消防・自衛隊の部隊活動拠点の確保を追記 
【大阪府地域防災計画】 
(1-3)  庁舎等の非構造部材も含めた耐震化の推進を追記 
【市の取組】  
(1-4)  平成28年熊本地震の支援における課題を踏まえた受援体制の強化 
    を追記 
 
□風水害対策 
【国の防災基本計画】 
(1-5)  国、府による洪水・内水・高潮ごとの最大規模を想定した浸水区域の 
    指定、公表、通知を追記 
【大阪府地域防災計画】 
(1-6)  市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設等における 
    避難確保計画や訓練実施を努力義務から義務に修正することを追記 
【市の取組】 
(1-7)  泉州水防事務組合の解散に伴う所要の変更 
 
□地域防災力の向上 
【市の取組】 
(1-8)  地区防災計画の制定手続きに関することを追記 
 

□被災者支援の充実 
【市の取組】 
(1-9)  災害用備蓄物資の備蓄目標の見直し 
 
□外国人へのサポートの推進 
【大阪府地域防災計画】 
(1-10) 災害時、府内在住の外国人と来阪外国人旅行者の行動特性や情報 
      ニーズが異なることを踏まえた、大阪府国際交流財団（OFIX）や 
      各市町村の地域国際化協会との連携を追記 
 
□帰宅困難者対策 
【国の防災基本計画】 
(1-11) 大規模集客施設等の管理者への利用者誘導体制整備の働きかけを追記 
 
□防災知識等の普及啓発 
【国の防災基本計画】 
(1-12) 避難場所標識等の設置を行う場合、JIS規格に基づく記号の使用 
    及び標識の見方に関する周知徹底を追記 
(1-13) 水害と土砂災害、複数河川の氾濫等の複合的な災害の発生、規模 
    の大きな地震の連続発生の可能性を周知することを追記 
(1-14) 気象予警報、避難情報の意味や内容などについて住民等に啓発する 
    ことを追記 
(1-15) 事業所の耐震化・耐浪化等、企業防災の推進について明記 
【大阪府地域防災計画】 
(1-16) 災害時、一般避難者が福祉避難所に殺到し、開設が困難になること 
    が無いよう、福祉避難所の役割について住民に周知することを追記 

□避難及び避難生活に対する対策強化 
【国の防災基本計画】 
(2-1)  「屋内安全確保」を避難行動とすることを追記 
(2-2)  自宅、テント及び車等、避難所外で生活している被災者の把握 
    及び支援について追記 
(2-3)  指定避難所において蓄電池を備えた太陽光発電システムを含む 
    非常用電源を確保することを追記 
【市の取組】 
(2-4)  応急給水活動計画の策定に伴い、活動内容を修正 
 
□緊急交通路 
【国の防災基本計画】 
(2-5)  道路管理者、港湾管理者及び漁港管理者による緊急通行車両の通行 
    確保を追記 
 
□災害時のアスベスト対策 
【市の取組】 
(2-6)  被災建築物等におけるアスベスト露出状況等の把握を行うことを追記 

□災害廃棄物処理 
【国の防災基本計画】 
(2-7)  災害廃棄物の仮置場の確保や処理体制等、市町村が処理計画で示 
    すべき事項の追記 
 
□医療 
【国の防災基本計画】  
(2-8)  市は府の災害医療コーディネーターと連携し、被災地における 
          医療提供体制を確保・継続することを追記 
 
□情報収集伝達 
【国の防災基本計画】  
(2-9)  Lアラート（災害情報共有システム）等の多様な手段を複合的に 
    活用した避難勧告等の伝達について追記 
(2-10) 人的被害の数を府が一元的に集約することを追記 

危機管理室 

１．災害予防対策 

２．災害応急対策 

３．災害復旧・復興対策 ４．その他項目 

□生活再建の対策の強化 
【国の防災基本計画】 
(3-1)  民間賃貸住宅を借り上げて供与するみなし応急仮設住宅の活用 
      について追記 
(3-2)  家屋被害認定調査に関する体制の強化について追記 
(3-3)  罹災証明書の交付等を支援するシステムの活用の検討について 
      追記 

【国の防災基本計画】 
(4-1)  避難情報の名称変更 
【府防災基本計画】 
(4-2)  「南海トラフ地震に関する情報」が発表された場合の市の組織体制 
       や情報伝達体制等の対応を追記 
(4-3)  南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に 
    関する事項等を定める「南海トラフ地震対策推進計画」を策定 
(4-4)  警報・注意報の発表基準の変更 
(4-5)  その他文言等の修正 

 

○ 災害に強い堺市をつくる 

 （１）被害の発生を抑止する 

 （２）被害の拡大を抑止する 

 （３）迅速に判断・行動する 

○ 災害から素早く立ち直る堺市をつくる 

 （４）安心・安全な避難生活を確保する 

 （５）早期の復旧・復興と生活再建を図る 
今後の予定 

11月21日（火） 
庁議 

12月15日（金）～1月15日（月） 
パブリックコメントの実施 

2月16日（金） 
堺市防災会議開催・策定 

① 「堺市国土強靭化地域計画」の基本目標等との整合を図る。 

② 関連法令の改正や、国の防災基本計画、大阪府地域防災計画の 

 修正されたことに伴い、その整合を図る。 

③ 市の取組として、平成28年熊本地震の支援で得たことを踏まえた 

 受援体制の強化や、地区居住者等における地区防災計画の制定 

 手続きに関すること等を規定する。 

④ 国は南海トラフ全域を対象として異常な現象を観測した場 

 合等に、「南海トラフ地震に関連する情報」の発表を行うこ 

 ととなり、本市においても情報収集・連絡体制等の整備を図る。 

○ 近年の災害を踏まえた関連法の改正、国・府の防災関連計画の修正や本市 

 の取組み等を受け、堺市地域防災計画の改定を行う。 

 ・平成29年2月に「堺市地域防災計画」の上位計画となる「堺市国土強靭化 

  地域計画」を策定。 

 ・災害対策基本法や水防法等の関連法令が改正され、国の防災基本計画や大 

  阪府地域防災計画が改定。 

 ・市の取組として、平成28年熊本地震の支援を通じた課題である外部からの 

  支援受入体制の整備や、地域防災力の一層の向上を図る取組を実施。 

 ・国が「南海トラフ地震に関連する情報」の発表について、新たな運用体制 

  を開始。 

・【国の防災基本計画】・・・国の防災基本計画の修正内容を反映する項目 
・【大阪府地域防災計画】・・・大阪府地域防災計画の修正内容を反映する項目 
・【市の取組】・・・市の取り組みを踏まえた改定項目 


